
耐震改修工事には、アスベスト（石綿）の有無の事前調査結果の報告が必要な場

合があります。

建物の改修や解体工事を行う際、アスベスト（石綿）の有無の事前調査結果の報

告が施工業者の義務になりました。

※令和４年４月１日着工の工事から

住宅や建築物の「耐震改修工事」の際にもアスベスト（石綿）の有無の事前調査

結果の報告が必要な場合がありますので、御注意ください。

また、アスベストの事前調査には、耐震改修工事とは別に「費用」と「工期」が

かかりますので、御注意ください。

詳細は、以下を御確認ください。

○厚生労働省ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/content/000853638.pdf

○石綿総合情報ポータルサイトより

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/reform-customer/

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/leaflet-r4.pdf


